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主な内容

令和７年
１０月

発行

串 間 市 業 委 員 会

だ よ り

農

地域の農地利用を通じて、

地域づくりに貢献するのが

農業委員会の役割です。

がんばっています！

農業委員・推進委員



（１）農地の確保と有効利用

 農地法に基づく許可（農地売買・貸借、農地転用等）について、公正に審査します。

（２）農地等の利用の最適化

串間市農業委員会はこんな仕事をやっています

　担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進を

通じて、地域農業の発展に寄与します。
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（３）農業経営の合理化、情報の提供

（４）意見の提出

　農業委員会だよりの発行や全国農業新聞などにより、効果的な情報の提供活動を行っ

ています。また、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を目的とした農業者年金の加入

を推進しています。

　農地等の利用の最適化を進めるため、農業者との意見交換会を行い、串間市長に農業

者が直面している課題を意見書として提出しています。
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農業・農村に今こそ女性の力を！

　串間市農業委員会の女性委員は、農業委員２名、農地利用最適化推進委員１名の合計３名で
す。委員会活動の活性化に向け、女性ならではの感性と視点を活かした行動力のある女性農業者
の積極的な登用が求められています。

地域の魅力を情報発信 女性ネットワークの集い

最初は不安でしたが、地域農業のキー

パーソンに顔を覚えてもらい、活動がしや

すくなりました。女性農業者の団体や活動

を知ることで、「みんなでやっている」という

仲間意識が芽生えてきたことも良かったで

す。活動を通じて、若い農業者や女性農業

者に頼られる・相談されやすい農業委員に

なりたいですね。そして、その人たちと一緒

に委員活動をしてみたいです。

委員活動を通じて自分の地区以外の農

業者や作物のことを知れたのが良かった

です。最近では田畑の作付け品目や未耕

作地の荒廃度に自然と目が向き、農地の

「表情」のようなものが見える気がするよう

になりました。農業委員会みんなで前向き

に耕作放棄地解消に取り組む姿勢を見て、

活動を広く知ってほしいと感じました。農

地を守るためにできることを、みんなで考

えていきましょう。

他の委員会との意見交換
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令和７年度
第１回グラウンドゴルフ大会を
開催しました

串間市農業者年金受給者協議会
では、農業者年金加入推進活動
のほか会員の健康づくりと親睦
を深めるため、グラウンドゴル
フ大会を行っています。

受給者協議会に加入して他の地
区の方々と交流を深めてみませ
んか？

〇会員の声〇
会員が集まって、グラウンドゴルフを楽しんでいます。
ほかの地区の方と話すことで、刺激や元気をもらっています。
新しく会員になって一緒に楽しみましょう（市木地区：大下さん）

７月３日、第１回グラウンドゴルフ

大会を開催しました。

豪華賞品を目指して熱戦が繰り広

げられ、和やかな雰囲気の中にも

真剣な表情が見られるなど、終始

盛り上がりを見せました。

次回、第２回グラウンドゴルフ大会

は１１月に開催予定です。今回参

加された方はもちろん、初めての

方も大歓迎です。

皆さまのご参加を心よりお待ちし

ています！

串間市農業者年金受給者協議会

年金受給者協議会 会員募集中

串間市農業者年金受給者協議会は、

農業者年金の普及啓発のほか会員の

健康づくりと親睦を深めるための活

動を行っています。

受給者協議会に加入して他の地区の

方々と交流を深めてみませんか？

お申込みは農業委員会事務局まで！

子持田地区

若松 加代子 さん第1位
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農業者年金

※ 30歳から60歳まで月額2万円で加入した場合に65歳までの運用利回りが2.5%、65歳以降の予定利率1.35%での試算です。
※ 想定受給総額は65歳から受給開始し、農業者年金加入者の平均的な死亡年齢である男性86.5歳、女性92歳まで生存した
場合の年金額の合計です。※ 死亡一時金は男性が受給開始直前の65歳で死亡した場合での試算です。
※ 実質保険料は所得税と住民税の合計税率が15.1%(課税所得195万円以下)時の軽減額を払込保険料から引いた金額です。
※ 制度開始(平成14年)から令和6年末までの平均運用利回りは2.89％ですが経済状況により変動します。

【終身年金】で、長い老後をしっかりサポートします

月々２万円の保険料で

たとえば

2.89%

30歳から

※開始来平均

1189万円 男性

1301万円 女性想
定
受
給
総
額

加入要件は３つだけ！

農業者年金は農業者なら広く
加入できる公的年金です。

農地を持っていない配偶者や
後継者、自営業と兼業されて
いる方も加入できます。

運用利回り

年率

年間60日以上農業に従事

国民年金第1号被保険者

65歳未満
※ 国民年金保険料納付免除者を除く
※ 60歳以上は国民年金の任意加入被保険者に限る
※ 農業者年金と国民年金基金及び個人型確定拠出
年金(iDeCo)は重複加入できません。

754万円 死亡一時金

612万円

80歳前に

亡くなっても払込保険料 720万円

税軽減を含めた
実質保険料
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農業者年金基金 https://www.nounen.go.jp

老後の備えだけでなく、節税対策にも！

経営主が配偶者や後継者の保険料を支払った場合も、全額を経営主の所得

から控除できるので大きな節税効果が得られます。

翌年１年分をあらかじめ一括納付する「前納納付」で保険料額を増やして

節税効果をさらに高めることもできます。

また、保険料は自由に下げたり、お休みすることもできます。

★前納納付のお申し出は11月15日まで！(12月に口座振替）★

各種
控除

収入 社会保険料控除

課税所得 課税所得

家族の分も

来年分も

支払う保険料を調整して
税金を低く抑えられる！

年によって収入に変動があっから
余裕があっときにでくんのがよかねぇ

農業者年金について興味がある、詳しい話が聞きたい方は農業委員、

農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局にご相談ください。

その他詳しい制度内容については農業者年金基金ホームページで！

農業経営にゆとりが出たときの

新規加入がおすすめです

6



発行者：

全国農業会議所

発行日：

毎週金曜日

購読料：

【紙】 月額700円（税込）

【電子】月額500円（税込）

購読しませんか？

全国農業新聞
令和7年1月24日号

令和7年7月18日号

見本誌（無料）もあります！

全国農業新聞って？

全国農業新聞は経営とくらしに

役立つ農業総合専門誌です。

全国の農業委員会組織から地域

の元気で特徴ある明るい話題や

地域独自のイベント情報などを

収集し提供しています。

左記に最近掲載された串間市発

の記事をご紹介しています。

農業委員会事務局に見本誌も

ありますのでお気軽にお問い合

わせください。

全国農業新聞詳しくは… https://www.nca.or.jp/shinbun/

発行：串間市農業委員会事務局
お問合せ： 55-1170

※なお、令和8年4月から紙
版900円、電子版700円へ改
定を予定しております。
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